
令和８年３月31 日決定分

事業者名 理由 指名停止期間 該当項目

有限会社トート家電 ３ヶ月 指名停止措置要綱

東京都江戸川区北小岩六丁目１６番１号 R8.3.23～R8.6.22 別表の３(１)

株式会社アイネス 営業本部 ３ヶ月 指名停止措置要綱

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３８番１１号 (R8.3.31～R8.6.30) 別表の６(１)

不正又は不誠実等の
行為

指名停止業者一覧

契約履行成績不良等


